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仕 様 書 
 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、札幌市交通局各施設から排出される産業廃棄物の処理（収集・運搬・処

分）の業務に適用する。 

 

２ 契約期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

３ 品名、内容物及び予定数量 

品 名 内 容 物 予定数量 

不凍液 不凍液（エチレングリコール） 10 ℓ   

乾燥汚泥 乾燥した汚泥 500 kg  

乾燥汚泥（混合物有） 乾燥した汚泥（混合物有） 2,000 ㎏  

廃油（ギヤ油系） 
ギヤ油系、容器（ペール缶等）の

処分を含む 
1,000 ℓ   

廃油（グリース系） 
グリス系、容器（ペール缶等）の

処分を含む 
20 ℓ   

廃油（シンナー系） 
シンナー系、容器（ペール缶等）

の処分を含む 
10 ℓ   

※乾燥汚泥（混合物有）に含まれる混合物は、廃プラスチック、金属くず、ガ

ラスくず等である 

 

４ 業務内容 

  受託者は、委託者からの連絡に応じ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他

関係法令に従い、排出される上記産業廃棄物を適正に処理すること。 

 

５ 収集場所及び請求先 

  別紙１・2 のとおり 

 

６ 収集時間 

  9 時 00 分から 17 時 00 分までとし、この時間帯以外に実施する場合は委託者と協議

すること。 

 



７ 支払方法 

  １ヵ月（毎月末日締め）を単位とし、処理した各廃棄物の数量に応じて支払うものと

する。 

 

８ 損害の賠償 

  受託者の故意または過失により、委託者または第三者に損害を与えた場合は、その損

害を賠償するものとする。 

 

９ 法令遵守（コンプライアンス）の徹底 

  受託業務の実施にあたっては、法令違反または不適切行為を防止するため、法令及び

作業ルール等の遵守を徹底すること。 

 

10 札幌市環境マネジメントシステムの運用協力 

受託者は作業従事者へ本市の「環境方針」（下記 URL 参照）を周知し、本市の環境配

慮に対する取り組みについて理解させること。 

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_torikumi/documents/kankyo_

houshin.pdf 

 

11 疑義の解釈 

  本仕様書に明記されていない事項及び疑義のある事項については、委託者と十分協議

すること。 

 

12 その他 

 ⑴ 各施設指定の保管場所から収集車への積み込みは受託者が行う。ただし、地下鉄各

駅においては地上出入口付近まで委託者が廃棄物を運搬する。 

 ⑵ 廃棄物の収集にあたり、周辺等に廃棄物を散乱させた場合には、これを整理・清掃

すること。 

 ⑶ 地下鉄駅舎における不凍液の収集について 

   不凍液は以下の方法により収集する。 

  ア 受託者が事前にドラム缶等の容器を用意し、各駅等に搬入、回収・処理する。    

（受託者が容器を搬入→委託者が容器に不凍液を移す→収集時に委託者が容器を駅

等出入口付近まで搬出→受託者が容器を回収・運搬・処理） 

  イ 上記アの収集方法より簡易に収集できる方法がある場合は、その方法によること

ができる。 

  ウ 委託者で容器（20ℓ 缶等）を用意した場合は、当該容器にて運搬することとし、

容器を含め受託者が回収・処理すること。 

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_torikumi/documents/kankyo_


別紙１ 

収集場所及び請求先 

収集場所 住所 主な保管場所 請求先 

本局庁舎 
厚別区大谷地東２丁目

４－１ 

・1F 西玄関側パイプ・

シャフト室 

・地下 1F 東空調機械室 

高速電車部施設課 

(℡011-896-2752) 

地下鉄各駅 
別紙２地下鉄駅一覧の

とおり 
各駅の換気室等 

乗務 

庁舎 

南北 中央区大通西２丁目 

各換気室等 東西 厚別区厚別南１丁目 

東豊 中央区南６条西２丁目 

指令所 厚別区大谷地東４丁目 1F 機械室 

車 

両 

基 

地 

南 
南区真駒内東町２丁目

１－１ 
施設課作業場 

東 
厚別区大谷地東６丁目

１－１ 
施設課作業室 

西 
西区二十四軒１条４丁

目１－２ 

５番線庫外工作車留置

箇所横 

その他札幌市

交通局所管施

設 

別途指定する。 

（札幌市内） 
  別途指定する。 

※請求先は主なものであり、同じ収集場所でも発注部署により異なる場合がある。 





施設課 車両課 合計

不凍液 収集運搬及び処分 10 10 L

乾燥汚泥 収集運搬及び処分 500 500 Ｋｇ

乾燥汚泥（混合物有） 収集運搬及び処分 2,000 2,000 Ｋｇ

廃油（ギヤ油系） 収集運搬及び処分(容器含む） 1,000 1,000 L

廃油（グリース系） 収集運搬及び処分(容器含む） 20 20 L

廃油（シンナー系） 収集運搬及び処分(容器含む） 10 10 L

金 額
(円)

小　　　計

10％相当額

合　　　計（総支出予定額）

廃棄物処理（5）　積算書

品　　　名 形状・寸法
予定数量

単位
単 価
(円)


